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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第24期
第１四半期
累計期間

第25期
第１四半期
累計期間

第24期

会計期間

自平成23年
５月１日
至平成23年
７月31日

自平成24年
５月１日
至平成24年
７月31日

自平成23年
５月１日
至平成24年
４月30日

売上高（千円）     546,299    509,702   2,827,889

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
 △124,298 △161,453 61,752

当期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
   △124,850   △177,999 40,980

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
    -     - -

資本金（千円）     929,890    929,890 929,890

発行済株式総数（千株）     3,813     3,813 3,813

純資産額（千円）    3,386,560   3,305,2403,542,196

総資産額（千円）     4,103,478    4,042,3254,492,900

1株当たり当期純利益金額又は1株

当たり四半期純損失金額(△)(円）
△33.04 △47.10 10.84

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
    -     - -

１株当たり配当額（円）     -     - 10.00

自己資本比率（％） 82.5 81.8 78.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    △88,257    △185,222 268,362

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    △54,912    3,896 64,113

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    △33,717    △34,189 △37,648

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
955,3511,211,5491,427,066

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．四半期財務諸表等規則第4条の2第2項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２【事業の内容】

　　当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に

記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（1）経営成績の分析

　当第1四半期累計期間（平成24年5月1日～7月31日）の経済情勢は、復興需要を背景に緩やかな回復を続けてまい

りましたが、期間末あたりではその回復ペースは鈍くなっており、景気の先行きに不透明感が強まってまいりまし

た。欧州債務問題や中国など海外経済の減速から、生産や輸出に弱い動きが出ており、景気や物価の見通しについて

不確実性があるとの見方も出ております。また、印刷業界においても紙・板紙の国内出荷量が2012年1～6月で前年

同期比1.6％減、7月で前年同月比1.7％減となる状況が示すとおり、パンフレットなど商業印刷用の印刷・情報用紙

が落ち込み、ペーパーレス化などにより、依然として、印刷需要は低迷いたしておりました。

　このような経済環境の下、当社の当第1四半期累計期間における業績は次のとおりとなりました。学校アルバム部

門の売上高は、少子化や単価下落を招く業界の競争激化が続き前年同四半期累計期間に比べ生産量が減少したこと

等により前年同四半期累計期間比7.1％減の336百万円となり、一般商業印刷部門の売上高は、発注量の低下や価格

面の厳しさ等から前年同四半期累計期間比5.9％減の173百万円となりまして、全売上高は、前年同四半期累計期間

比6.7％減の509百万円となりました。　

　また、損益面におきましては、上記の売上高減少等により営業損失167百万円（前年同四半期累計期間比30百万円

損失増）、経常損失161百万円（前年同四半期累計期間比37百万円損失増）、四半期純損失177百万円（前年同四半

期累計期間比53百万円損失増）となりました。

　（季節変動について）

　　当社の年間売上高のおよそ70％を占める学校アルバム部門は卒業時期の2月、3月に売上が集中いたしますので、　　

　この第1四半期累計期間の売上高は年間売上高の4分の1前後になりませんし、損益につきましても固定費等発生が

　先行いたしますので、第1四半期累計期間においては、現在のところ損失となることが避けられず、上記のような

　損益状況となります。　

（2）財政状態の分析

　（総資産）

　　　総資産は、前事業年度末に比べ450百万円減少し、4,042百万円となりました。

　（流動資産）

　　　流動資産は、前事業年度末に比べ677百万円減少し、1,559百万円となりました。

　　　これは、主として現金及び預金が515百万円減少（うち200百万円は固定資産に振替）したことなどによるもの　

　　　であります。

　（固定資産）

　　　固定資産は、前事業年度末に比べ226百万円増加し、2,483百万円となりました。

　　　これは主として有形固定資産が42百万円、投資その他の資産のその他が183百万円それぞれ増加したことなど

　　　によるものであります。　　　　　　
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　（流動負債）

　　　流動負債は、前事業年度末に比べ、213百万円減少し、407百万円となりました。

　　　これは主として、買掛金が108百万円減少、賞与引当金が46百万円減少、その他が48百万円減少したことな　

　　　どによるものであります。 

　（固定負債）

　　　固定負債は、前事業年度末とほぼ同額の329百万円となりました。

　（純資産）

　　　純資産は、前事業年度末に比べ、236百万円減少し、3,305百万円となりました。

　　　これは主として、利益剰余金が215百万円減少したことなどによるものであります。

　

　　　この結果、当第1四半期会計期間末の自己資本比率は81.8％となりました。　

　

（3）キャッシュ・フローの状況

　　　当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、次に記載するキャッシュ・

　　フローにより前事業年度末の残高より、215百万円減少し、1,211百万円となりました。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　当第1四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、185百万円（前年同四半期累計期間比

　　　109.9％増）となりました。

　　　　これは、主に税引前四半期純損失、仕入債務の減少並びに法人税等・消費税等の支払などによるものであり　　　

　　　ます。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　当第1四半期累計期間において投資活動の結果取得した資金は、3百万円（前年同四半期累計期間は54百万円

　　　の使用）となりました。

　　　　これは、主に定期預金の払戻による収入及び有形固定資産の取得による支出などによるものであります。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　当第1四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、34百万円（前年同四半期累計期間比1.4％

　　　増）となりました。

　　　　これは、配当金の支払によるものであります。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　　　また、前事業年度に掲げた課題については、当第1四半期累計期間も引き続き取り組んでおります。

　

（5）研究開発活動

　　　当第1四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　　　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 12,889,000

計 12,889,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成24年７月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年9月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 3,813,000 3,813,000
大阪証券取引所

JASDAQ（スタンダード）
単元株式数1,000株

計 3,813,000 3,813,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年5月1日～

平成24年7月31日 
－ 3,813 － 929,890 － 1,691,419

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成24年4月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　 

　 平成24年4月30日現在

 区分  株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

 無議決権株式  　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　 －  －

 議決権制限株式（自己株式等）  　　　　　　　　　－  　　　　　　　－  －

 議決権制限株式（その他）  　　　　　　　　　－  　　　　　　　－  －

 完全議決権株式（自己株式等）  普通株式　　　33,000  　　　　　　　－  －

 完全議決権株式（その他）  普通株式　 3,777,000 　　　　　　　3,777  －

 単元未満株式  普通株式　　 　3,000  　　　　　　　　－  －

 発行済株式総数  　　　　 　3,813,000 　　　　　　　　－  －

 総株主の議決権  　　　　　　　　　－  　　　　　　　3,777  －

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数

1個）含まれております。 

 

②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年4月30日現在

 所有者の氏名又は

 名称
所有者の住所 

 自己名義所有

株式数（株）

 他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株） 

 発行済株式総数

に対する所有株式

数の割合（％）

 株式会社マツモト
 北九州市門司区

社ノ木一丁目2番1号
33,000　　　　　　－　 33,000 0.87

 計  － 33,000　　　　　　－ 33,000 0.87

  

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下、「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期財務諸表等規則第4条の2第2項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。　

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間（平成24年５月１日から平成24

年７月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成24年５月１日から平成24年７月31日まで）に係る四半期財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年４月30日)

当第１四半期会計期間
(平成24年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,727,066 1,211,549

受取手形及び売掛金 458,469 317,701

商品及び製品 3,674 2,180

仕掛品 46,717 19,995

原材料及び貯蔵品 25,323 25,727

その他 12,566 17,350

貸倒引当金 △37,500 △35,500

流動資産合計 2,236,316 1,559,005

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 569,989 605,161

土地 929,190 929,190

その他（純額） 338,013 345,271

有形固定資産合計 1,837,193 1,879,623

無形固定資産 22,236 24,791

投資その他の資産

その他 407,153 590,305

貸倒引当金 △10,000 △11,400

投資その他の資産合計 397,153 578,905

固定資産合計 2,256,583 2,483,320

資産合計 4,492,900 4,042,325

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 250,729 142,012

未払法人税等 19,696 9,785

賞与引当金 90,000 44,000

その他 260,804 211,818

流動負債合計 621,230 407,615

固定負債

退職給付引当金 128,928 129,983

役員退職慰労引当金 176,756 179,161

資産除去債務 17,768 17,822

その他 6,019 2,501

固定負債合計 329,472 329,468

負債合計 950,703 737,084
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年４月30日)

当第１四半期会計期間
(平成24年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 929,890 929,890

資本剰余金 1,691,419 1,691,419

利益剰余金 965,835 750,043

自己株式 △15,958 △15,958

株主資本合計 3,571,186 3,355,395

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △28,989 △50,154

評価・換算差額等合計 △28,989 △50,154

純資産合計 3,542,196 3,305,240

負債純資産合計 4,492,900 4,042,325
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年５月１日
　至　平成23年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年５月１日
　至　平成24年７月31日)

売上高 546,299 509,702

売上原価 545,104 534,440

売上総利益又は売上総損失（△） 1,194 △24,737

販売費及び一般管理費 137,491 142,536

営業損失（△） △136,297 △167,273

営業外収益

受取利息 1,246 735

受取配当金 3,294 3,638

貸倒引当金戻入額 6,000 600

その他 1,457 845

営業外収益合計 11,998 5,819

経常損失（△） △124,298 △161,453

特別利益

固定資産売却益 559 －

特別利益合計 559 －

特別損失

投資有価証券評価損 1,084 －

固定資産除却損 28 16,545

特別損失合計 1,112 16,545

税引前四半期純損失（△） △124,850 △177,999

四半期純損失（△） △124,850 △177,999
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年５月１日
　至　平成23年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年５月１日
　至　平成24年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △124,850 △177,999

減価償却費 51,537 44,827

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,695 1,054

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,405 2,405

賞与引当金の増減額（△は減少） △51,000 △46,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,000 △600

受取利息及び受取配当金 △4,541 △4,374

固定資産除却損 28 16,545

固定資産売却損益（△は益） △559 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,084 －

売上債権の増減額（△は増加） 158,204 139,404

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,881 27,812

仕入債務の増減額（△は減少） △102,690 △108,717

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,273 △57,867

その他 3,646 △16,423

小計 △82,433 △179,931

利息及び配当金の受取額 4,178 4,619

法人税等の支払額 △10,002 △9,910

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,257 △185,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △200,000

定期預金の払戻による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △55,357 △86,529

無形固定資産の取得による支出 － △3,019

投資有価証券の取得による支出 △602 △602

その他 1,047 △5,952

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,912 3,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △33,717 △34,189

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,717 △34,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,887 △215,516

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,238 1,427,066

現金及び現金同等物の四半期末残高 955,351 1,211,549
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【会計方針の変更等】

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更　

（減価償却方法の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期会計期間より、平成24年5月1日以後に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第1四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失はそれ

ぞれ937千円減少しております。 

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　　該当事項はありません。

　

【追加情報】

　該当事項はありません。　

　

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　 前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間

　 （自　平成23年5月1日 （自　平成24年5月1日

　  至　平成23年7月31日）  至　平成24年7月31日）

現金及び預金勘定 　　　　　　　　   　　1,455,351千円 1,211,549千円

預入機間が3ヶ月を超える定期預金 　　　　　　　　　　  △500,000　　　　　　　　　　　　　　　　　-

現金及び現金同等物 　　　　　　　　         955,351　       　　　　　　　1,211,549　

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成23年５月１日　至　平成23年７月31日）

配当に関する事項

　　配当金支払額　

 （決議）  株式の種類
 配当金の総額

（千円）
 配当の原資

 1株当たり

配当額(円)
 基準日  効力発生日

 平成23年7月27日

 定時株主総会
 普通株式 　　　37,792 利益剰余金 10 平成23年4月30日 平成23年7月28日

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成24年５月１日　至　平成24年７月31日）

配当に関する事項

　　配当金支払額　

 （決議）  株式の種類
 配当金の総額

（千円）
 配当の原資

 1株当たり

配当額(円)
 基準日  効力発生日

 平成24年7月25日

 定時株主総会
 普通株式       37,792 利益剰余金  10  平成24年4月30日 平成24年7月26日

　

（デリバティブ取引関係）

　　該当事項はありません。

  

（持分法損益等）

　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第1四半期累計期間（自　平成23年5月1日　至　平成23年7月31日）

　当社は、印刷業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　

　

　当第1四半期累計期間（自　平成24年5月1日　至　平成24年7月31日）

　当社は、印刷業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成23年５月１日
至　平成23年７月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年５月１日
至　平成24年７月31日）

　　１株当たり四半期純損失金額（△） △33円04銭 △47円10銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △124,850 △177,999

普通株主に帰属しない金額（千円） － -

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △124,850 △177,999

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,779 3,779

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存

　　在しないため記載しておりません。　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。 

 

２【その他】

 　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成24年9月12日

株式会社マツモト

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 古谷　伸太郎　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安斎　裕二　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社マツモ

トの平成２４年５月１日から平成２５年４月３０日までの第２５期事業年度の第１四半期会計期間（平成２４年５月１

日から平成２４年７月３１日まで）及び第１四半期累計期間（平成２４年５月１日から平成２４年７月３１日まで）に

係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半

期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マツモトの平成２４年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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